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令和７年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会議事日程 

令和７年２月２１日（金）午後１時４２分開会 

 

１ 開会挨拶（議長、管理者） 

２ 開 会 宣 告 

３ 開 議 宣 告 

 日程第１ 会議録署名議員の指名（６番議員 山本俊一郎、７番議員 畑山剛一） 

 日程第２ 会期の決定（２月２１日（金）１日間） 

 日程第３ 承認第１号 専決処分した事件（令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合

休日夜間急病センター特別会計補正予算（第１号）につい

て）の承認を求めることについて 

 日程第４ 議案第１号 旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第５ 議案第２号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正予算

（第４号） 

      議案第３号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第４号 令和７年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計予算 

      議案第５号 令和７年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計予算 

 日程第７ 一般質問 

４ 閉 会 宣 告 

５ 閉会挨拶（議長、管理者） 
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会議に出席した議員 

        

      １番 楠   明 廣      ２番 船 引 宗 俊 

      ３番 宗 實 雅 典      ４番 柴 田 将 之 

      ６番 山 本 俊一郎      ７番 畑 山 剛 一 

      ８番 中 薮 清 志      ９番 堀   卓 史 

     １０番 出 原 賢 治 

 

会議に欠席した議員 

 

      ５番 三 木 浩 一 

 

 

 

議事に関係した事務局職員 

 

      事 務 局 長  神 尾 俊 輝 

      総 務 課 長  田 淵 寿 哉 

      総 務 課 主 幹  角 南 博 之 

      財 政 係 長  堀   竜 也 

 

 

地方自治法第１２１条の規定による出席者 

 

    管  理  者 （たつの 市 長）  山 本   実 

    副 管 理 者 （太 子 町 長）  沖 汐 守 彦 

    代表監査委員            岸 田 信 行 

    事 務 局 長            神 尾 俊 輝 

                      田 淵 寿 哉 

    環境業務課長            小 林 久 修 

    衛生業務課長            黒 田 規 文 

                      後 藤 広 樹 

                      友 政 貴 仁 

        

  

たつの市市民生活部 
環 境 課 長 
太子町生活福祉部 
生活環境課長 

総 務 課 長 兼 
医 務 課 長 
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開 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 少し早いんですけども、議会を始めさせてもらいます。よろしくお願いいたしま

す。 

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 立春が過ぎ、暦の上では春の始まりではございますが、まだまだ寒い日が続いてお

ります。暖かい春の日差しが待ち遠しい季節となりました。 

 こうした中、議員各位にはご健勝にてご参集賜り、本日ここに、令和７年第１回揖

龍保健衛生施設事務組合議会定例会が開会の運びとなりましたことは、誠にご同慶に

堪えない次第でございます。 

 今期定例会は、議員ご高承のとおり、令和７年度における本組合運営の根幹となり

ます新年度各会計予算を審議する重要な議会であります。 

 また、今期定例会に提出されました案件は、新年度予算のほか、本年度補正予算な

どの議案が提出されており、いずれも重要な案件でありますので、議員各位におかれ

ましては、何とぞ慎重にご審議いただき、適切妥当なる決定を賜りますよう、議事運

営につきましても格段のご協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶と

いたします。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 梅の花も咲き綻び、春の訪れを少しずつ感じる頃ではありますが、度重なる寒波の

到来もあり、まだまだ寒い日が続いております。 

 本日ここに、令和７年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を招集いたしま

したところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご出席を賜り、開会されますこと

に対しまして厚くお礼を申し上げます。 

 さて、今期定例会でご審議をいただきます案件は、既にお手元にお届けしておりま

すとおり、承認案件１件、条例案件１件、令和６年度補正予算２件及び令和７年度当

初予算２件の議案を提出いたしております。これらの案件は、いずれも重要なものば

かりでございますので、何とぞ慎重なご審議をいただきまして、全議案につきまし

て、原案のとおりご賛同賜りますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせて

いただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。 
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開 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ただいまより、令和７年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を開会いたし

ます。 

 

 

開 議 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これより本日の会議を開きます。 

 この際、ご報告いたします。 

 監査委員より、地方自治法第２３５条の２第１項の規定により実施した例月出納検

査の結果報告１件が提出されており、その写しを配付いたしておりますので、ご清覧

願います。 

 次に、本日の出席議員数及び地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席し

た者の職氏名につきまして、事務局長から報告をいたします。 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 命によりご報告申し上げます。 

 まず、本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は９名

であります。なお、５番三木浩一議員から欠席の届出が提出されておりますので、ご

報告申し上げます。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名につい

てでありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでありますので、ご清

覧願います。 

 以上でございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 以上で報告を終わります。 

 これより日程に入ります。 

 

 

～日程第１ 会議録署名議員の指名～ 
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○議長（楠 明廣議員） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第８２条の規定により、議長において６

番山本俊一郎議員、７番畑山剛一議員を指名いたします。両議員、よろしくお願いい

たします。 

 

 

～日程第２ 会期の決定～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次は、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日２月２１日の１日間としたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日２月２１日の１日間と決しました。 

 

 

～日程第３ 承認第１号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次は、日程第３、承認第１号 専決処分した事件（令和６年度揖龍保健衛生施設事

務組合休日夜間急病センター特別会計補正予算（第１号）について）の承認を求める

ことについてを議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 ただいま議題となりました承認第１号、専決処分した事件（令和６年度揖龍保健衛

生施設事務組合休日夜間急病センター特別会計補正予算（第１号）について）の承認
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を求めることにつきまして、専決処分いたしました理由及びその内容についてご説明

申し上げます。 

 このたびの補正は、インフルエンザの流行により、医薬品費の不足に伴う追加であ

り、緊急を要するものとして、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分

によって処置したものでございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、条を追ってご説明申し上げます。 

 まず、補正予算第１条で、歳入歳出それぞれ４５０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を４，４７９万７，０００円とするものでございます。 

 次に、歳出からご説明申し上げますので、７ページをお開き願います。 

 第２款衛生費につきまして、医療材料費４５０万円を追加し、歳入につきましては

６ページをお開き願い、第１款診療収入につきまして、個人負担分など、診療収入を

追加するものでございます。 

 以上で承認第１号の提案説明を終わらせていただきますが、緊急やむを得ない事情

をご賢察賜り、何とぞ満場一致にてご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結して、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の承認第１号は、原案のとおり承認することに決してご異議ございません

か。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、承認第１号は原案のとおり承認されました。 

 

 

～日程第４ 議案第１号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次は、日程第４、議案第１号 旅費に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 ただいま議題となりました議案第１号、旅費に関する条例の一部を改正する条例制

定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。 

 まず、提案の理由についてでございますが、国家公務員等の旅費に関する法律の一

部を改正する法律が本年４月１日から施行されることに伴い、本組合の条例について

所要の改正を行うものでございます。 

 次に、改正の内容についてでございますが、第３条の改正は、旅費の種目を別表に

定める鉄道費、船賃、航空賃、車賃、宿泊費及び宿泊手当とすることに改めるもので

ございます。 

 第４条から第６条までの改正は、旅費の種目の内容及び額について国家公務員等の

旅費に準拠した内容とするもので、第４条は鉄道賃についてを、第５条は船賃につい

てを、第６条は航空賃についてをそれぞれ規定し、第７条の改正は車賃の定額規定に

ついて定めるものでございます。 

 第８条から第１０条までの改正は、旅費の種目の内容及び額について国家公務員等

の旅費に準拠した内容に改めるもので、日当についてを規定する第８条を削除し、新

たに第９条として宿泊費についてを、第１０条として宿泊手当についてをそれぞれ規

定するものでございます。 

 別表の改正は、第３条に規定する旅費の種目及び第９条に規定する旅行者の職務に

応じた区分を規定するものでございます。 

 附則につきましては、本条例の施行期日を令和７年４月１日とするものでございま
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す。 

 以上で議案第１号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の

上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第１号は、原案のとおり可決することに決してご異議ございません

か。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

～日程第５ 議案第２号及び議案第３号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次は、日程第５、議案第２号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正
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予算（第４号）及び議案第３号 令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病

センター特別会計補正予算（第２号）の２件を一括議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 ただいま議題となりました議案第２号、令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般

会計補正予算（第４号）及び議案第３号、令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合休日

夜間急病センター特別会計補正予算（第２号）の２件につきまして、一括して提案の

理由及びその内容についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第２号、令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計補正予算（第４

号）についてご説明申し上げます。 

 このたびの補正は、組合債の減額、造成工事入札中止に伴う整備費の減額及びその

他事業費の確定により補正を必要とするものについて行っておりますので、ご了承を

お願いいたします。 

 それでは、条を追ってご説明申し上げます。 

 補正予算第１条で、歳入歳出それぞれ２億６，６３２万５，０００円を減額し、予

算総額を１８億９，７７５万１，０００円とするものでございます。 

 次に、第２条の地方債の補正につきましては、３ページの第２表のとおり変更しよ

うとするもので、内容は、新一般廃棄物処理施設整備事前事業及び敷地造成事業につ

きまして、事業費の確定により減額するものでございます。総額におきましては、限

度額を２億９，０１０万円の減額変更により、１，１５０万円とするものでございま

す。 

 次に、歳出からご説明いたしますので、８ページをお開き願います。 

 まず、第２款総務費につきましては、各基金積立金２，５８４万４，０００円の追

加でございます。 

 次に、第３款衛生費、第１項保健衛生費につきましては、火葬場利用者の増加に伴

う燃料費６７万円の増額を、第２項清掃費、第１目施設整備費につきましては、事業

費の確定に伴う委託料及び工事請負費２億８，５８３万９，０００円の減額でござい

ます。 

 ９ページ、第２目塵芥処理費につきましては、購入単価減少に伴うコークスの消耗

品費７００万円の減額でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明いたしますので、６ページをお開き願います。 

 第２款使用料及び手数料につきましては、火葬場利用者の増加に伴う使用料６８万

２，０００円の追加でございます。 
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 次に、第３款財産収入につきましては、基金利子収入５３万５，０００円の追加で

ございます。 

 次に、第４款繰入金につきましては、財源変更に伴う繰入金４２６万１，０００円

の追加でございます。 

 次に、第５款繰越金につきましては、前年度繰越金を追加いたしております。 

 次に、７ページ、第６款諸収入につきましては、発電量減少に伴う売電力料金１４

７万１，０００円の減額でございます。 

 次に、第８款組合債につきましては、歳出の際にご説明申し上げました、事業費確

定に伴う減額でございます。 

 引き続きまして、議案第３号、令和６年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病

センター特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

 補正予算第１条で、歳入歳出それぞれ８５１万４，０００円を追加し、予算総額を

５，３３１万１，０００円とするものでございます。 

 次に、補正予算の内容をご説明いたしますので、７ページをお開き願います。 

 第１款総務費につきましては、基金積立金７５１万４，０００円の追加でございま

す。 

 次に、第２款衛生費につきましては、発熱受診患者に対応する医療材料費１００万

円の追加でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明いたしますので、５ページをお開き願います。 

 第１款診療収入につきましては、個人負担分など診療収入３８７万５，０００円の

追加でございます。 

 次に、第４款財産収入につきましては、基金利子収入の追加でございます。 

 次に、第６款繰越金につきましては、前年度繰越金を追加いたしております。 

 次に、６ページ、第９款県支出金につきましては、医療機関等物価高騰対策一時支

援金の追加でございます。 

 以上で議案第２号及び議案第３号の各会計補正予算の提案説明を終わらせていただ

きますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 

 ご発言はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 
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○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第２号及び議案第３号は、原案のとおり可決することに決してご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号及び議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

～日程第６ 議案第４号及び議案第５号～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次は、日程第６、議案第４号 令和７年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計予算

及び議案第５号 令和７年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センター特別会

計予算の２件を一括議題といたします。 

 これより上程議案に対する説明を求めます。 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 ただいま議題となりました議案第４号、令和７年度揖龍保健衛生施設事務組合一般

会計予算及び議案第５号、令和７年度揖龍保健衛生施設事務組合休日夜間急病センタ

ー特別会計予算の２件につきまして、一括して提案の理由及びその内容についてご説

明申し上げます。 
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 まず、議案第４号、令和７年度揖龍保健衛生施設事務組合一般会計予算についてご

説明申し上げます。 

 第１条において、歳入歳出それぞれ２４億８，６７３万４，０００円と定めており

ます。 

 次に、第２条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法として、３ページの第２表で総額４億５，４４０万円と定めており、その内容につ

きましては、同表に列記いたしておりますので、ご清覧願います。 

 ページのほう、戻っていただきまして、第３条、歳出予算の流用につきましては、

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を表示いたしております。 

 次に、予算の内容につきまして、主な内容について歳入歳出予算事項別明細書によ

りご説明申し上げます。 

 まず、１０ページの歳出からご説明申し上げます。 

 第１款議会費につきましては、議会に要する経費として２２７万７，０００円を計

上いたしております。 

 次に、１０ページから１２ページの第２款総務費、第１項総務管理費につきまして

は、２億１，５６０万８，０００円を計上し、その主な内容は、組合職員及び市町派

遣職員の人件費及び電算システム管理費などで、財務会計・人事給与システム及びパ

ソコン更新事業費などの増により、５０８万円を増額いたしております。 

 次に、１３ページから１５ページの第３款衛生費、第１項保健衛生費につきまして

は、８，２０７万２，０００円を計上し、その主な内容は、揖龍火葬場の管理運営費

で、火葬場予約管理システム更新事業、火葬炉耐火材等修繕工事及び高圧受電設備改

修工事費などの増によりまして、１，５２０万３，０００円を増額いたしておりま

す。 

 次に、第２項清掃費、第１目施設整備費につきましては、４億１，４６７万６，０

００円を計上し、その主な内容は、新一般廃棄物処理施設の整備費で、工事監理業

務、造成工事に伴う残土処分及び残土処分場管理業務委託費並びに敷地造成工事費な

どの増によりまして、９，５３２万９，０００円を増額いたしております。 

 次に、１５ページから１８ページの第２目塵芥処理費につきましては、１６億６，

７０４万１，０００円を計上し、その主な内容は、揖龍クリーンセンターの管理運営

費で、操業に必要な副資材のコークスの購入、光熱水費の電気料、維持補修としてＤ

ＣＳ（自動制御装置）更新工事及び発電機盤復旧工事費などの増によりまして、２億

９，３８２万６，０００円を増額いたしております。 

 次に、１８ページから２０ページの第３目し尿処理費につきましては、６，０５３

万５，０００円を計上し、その主な内容は、揖龍衛生処理場の管理運営経費で、下水

道使用料の改定に伴う光熱水費の水道料、低濃度ＰＣＢ変圧器の取替え整備委託費な
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どの増によりまして、６３６万６，０００円を増額いたしております。 

 次に、２０ページの第４款公債費につきましては、４，３３７万円を計上いたして

おります。 

 次に、第５款予備費につきましては、１００万円を計上いたしております。 

 以上で歳出を終わりまして、次に歳入についてご説明申し上げます。 

 ６ページをお開き願います。 

 第１款分担金及び負担金につきましては、１５億９，３３１万７，０００円を計上

いたしております。この市町分担金につきましては、組合規約第１２条第２項及び分

賦金の分賦率を定める条例に基づき算定したもので、その内容につきましては、組合

運営経費に１億４，６３２万７，０００円を、し尿処理経費に５，０２７万６，００

０円を、じんかい処理経費に８億２，９１３万４，０００円を、収集運搬経費に４億

７，２７９万３，０００円を、火葬場運営経費に５，３６４万１，０００円を、施設

整備経費に４，１１４万６，０００円を計上いたしております。 

 また、たつの市及び太子町に負担いただきます分担金の額につきましては、たつの

市より１０億７，２６３万７，０００円を、太子町より５億２，０６８万円を負担い

ただくものでございます。 

 次に、第２款使用料及び手数料、第１項使用料につきましては、２，８６７万１，

０００円を計上し、その主な内容は火葬場使用料などでございます。 

 次に、７ページ、第２項手数料につきましては、１億７，１８３万５，０００円を

計上し、その主な内容はじんかい処理手数料及びし尿処理手数料などでございます。 

 次に、第３款財産収入につきましては、基金利子より４５万１，０００円を計上い

たしております。 

 次に、第４款繰入金につきましては、１億６，４２９万６，０００円を計上し、主

に財政調整として財政調整基金１億２，０２０万円を、投資的経費の財源としてごみ

処理施設整備基金４，４０９万６，０００円を繰り入れることにより、１億１，４２

８万９，０００円の増額となっているものでございます。 

 次に、８ページ、第５款繰越金につきましては、基礎額でございます。 

 次に、第６款諸収入、第２項受託事業収入につきましては、２３９万５，０００円

を計上し、その内容は、にしはりまクリーンセンターの不燃残渣処理受託事業収入

で、第３項雑入につきましては、７，１３４万１，０００円を計上し、その主な内容

は、資源化物売払収入及びごみ収集袋販売収入などでございます。 

 次に、９ページ、第８款組合債につきましては、４億５，４４０万円を予定いたし

ておりまして、新一般廃棄物処理施設整備事業に係る一般廃棄物処理事業債でござい

ます。 

 以上で一般会計を終わり、引き続き議案第５号、令和７年度揖龍保健衛生施設事務
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組合休日夜間急病センター特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 第１条におきまして、歳入歳出それぞれ４，５６９万５，０００円と定めておりま

す。 

 次に、第２条の歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合を表示いたしております。 

 次に、歳出についてご説明申し上げますので、７ページをお開き願います。 

 第１款総務費につきましては、７８６万６，０００円を計上し、その主な内容は、

全般的な事務に係る経費で、職員１名分の人件費を本会計へ移行したことなどに伴

い、３５２万３，０００円の増額となっております。 

 次に、８ページ、第２款衛生費につきましては、３，７３２万９，０００円計上

し、その主な内容は、診療経費として、看護師及び医療事務員の報酬、診察に必要な

医薬材料費、診療業務及び薬剤業務委託などでございます。 

 次に、９ページ、第３款予備費につきましては、５０万円を計上いたしておりま

す。 

 以上で歳出を終わりまして、次に歳入についてご説明申し上げます。 

 ５ページをお開き願います。 

 第１款診療収入につきましては、３，４４９万４，０００円を計上いたしておりま

す。 

 次に、第２款分担金及び負担金につきましては、休日夜間急病センター運営に係る

地方交付税交付金として５２２万４，０００円を計上いたしております。 

 次に、第３款使用料及び手数料につきましては、各種証明書発行手数料でございま

す。 

 次に、６ページ、第４款財産収入につきましては、基金利子により１０万５，００

０円を計上いたしております。 

 次に、第５款繰入金につきましては、５７６万円計上し、主に財源調整として繰り

入れるものでございます。 

 次に、第６款繰越金につきましては、基礎額でございます。 

 次に、第７款諸収入につきましては、薬容器代などでございます。 

 以上で議案第４号及び議案第５号の各会計予算の提案説明を終わらせていただきま

すが、何とぞ慎重ご審議の上、いずれも原案のとおり可決賜りますようお願い申し上

げます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 上程議案に対する説明は終わりました。 

 これより上程議案に対する質疑に入ります。 
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 ご発言ありませんか。 

 船引議員。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 一般会計予算の１７ページ、委託料の中の公園管理業務委託１，２００万円、これ

の説明をお願いします。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 こちらの管理業務につきましては、クリーンセンターの周辺の草刈りと桜の木の防

除、それと低木と高木の剪定の費用となってございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ２番船引議員。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 この公園の周り、これのことやろ。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 テニスコートの周辺と、あそこ、ロッジ、建物があると思うんですが、その周辺の

面積だけで言いますと１万３，１９８平米。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ２番議員。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 いや、広さは別にあれやけど、見たとおりのこっちゃから。これ、当初、あったと

きは、パターゴルフや何やというて人が来てやりょうったで、これ。ほで、今、こ

れ、閉鎖しとんちゃうの。前も１回聞いたことあるんやけど。もう何年も前やけど。

ほな、近所の人ら、２人だけ、朝に散歩来るんやというようなことを言ようたったん
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やけど、これの管理やで。草生えとうときも、生えてないとき、生えとるときという

たら知れとる。今見たら、これ、冬場やどこにも生えへんとき、これ、年間通しても

１，２００万円で、これ草とか木の処理料、処理費というのを加えてなかったんちゃ

うん。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 令和４年に船引議員のほうからご質問があった際に、その分が抜け落ちておった…

…。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 もうちょっと大きい声。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 その分が入ってなかったということはお聞きしております。このたび、令和４年の

ご意見、お話を受けて、令和７年度から一般競争入札をもって委託するということを

確認しておりましたので、このたび設計のほうをさせていただきまして、令和７年度

の当初予算のほうに委託料として計上させていただいたものでございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ２番船引議員。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 処理費も込みで。処理費込みでもええけども、１，２００万円というたら、これ、

３００日間、４人の人が１日１万円の日当で、シルバーさんを雇うて、ほぼ３００

日、毎日出てきてというふうな金額になるぐらいのもんやで、これ。そんなに要るん

ですか、人が使わへんこの公園に。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 実際、パターゴルフのほうは閉めたような形になっておるんですが……。 
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○議長（楠 明廣議員） 

 声を大きく。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 閉めたような状態になっておるんですが、周辺自治会の方からも、そういう草刈り

等はしっかりやってもらいたいという意見も以前からございます。その中で、年間を

通じて草刈りは５回刈り、こちらのエコロの北側の斜面は２回刈り、プラス桜の木が

約１４２本、ロッジの周辺とテニスコートの周辺にございます。そこの防除、それと

低木剪定、高木剪定ということで、高木のほうが１０本ございますのと、低木剪定の

ほうが面積でいいますと３６４平米ございまして、それを年に１回していただくよう

な形で設計のほうをさせていただいて、計上させていただいたような次第でございま

す。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ２番船引議員。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 今まで、これ、管理するの、３００万円ぐらいやったんちゃうんかい。これ、４倍

の値段になるわけ。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 今年度の契約額でいいますと、約４００万円ぐらいでございます。なので、それだ

けで、入札をすれば幾らかは安くなるかとは思うんですけども、実際、予算額と今年

度の契約額からいいますと、今の状況では約３倍ぐらいの金額になってございます。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ２番船引議員。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 いや、３倍もかかるって、そんだけかけてせなあかんところかっていうなんと。そ

んだけの、いや、ごっつい公園、龍野公園とか、もうそういう人がどんどん来てする
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とこ、いや、軽んじて言うとうわけじゃないんやけどね。費用対効果的に考えて、今

まで３００万円、４００万円で終わっとったもんが、今から入札かけるんやという

て、１，２００万円で４倍からというたら、３倍からというていうたら、ちょっと疑

問でしかないんよ。そんなもん、シルバーに委託しとったら、３００万円以下で終わ

るんちゃいますの。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 設計をした後、シルバーさんのほうにもお声かけをさせていただきまして、お願い

させていただいたんですが、斜面がきついっていう部分と面積が広い関係で、シルバ

ーではようしない、できないっていうお返事をいただきまして、シルバーではできな

いということで返事をいただいております。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ２番船引議員。 

 

○２番（船引宗俊議員） 

 ほんなら、今までやっとった業者がやで、やり方も分かっとって、ほんなら３００

万円でやりょった、４００万円でやりょったもんが、今度から１，２００万円になる

んやというたら、喜んで飛びついてくるんちゃうんかな。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 事務局長。 

 

○事務局長（神尾俊輝君） 

 実際、登録があってかどうかは、ちょっとその辺までは私も確認はできておりませ

んけれども、今、船引議員がおっしゃるように、その金額だけ言いましたら、飛びつ

いてこられるのかなと。ただ、落札されるかどうかは分かんないので。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ２番船引議員。 

 

○２番（船引宗俊議員） 
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 ちょっとあまり納得ができるもんでもないというんか、ちょっと実際どうなんかい

ないうて、はてなにというのは思う。別にこれでいくんやったら、それはいったら構

へんけども、よう考えたら、もうええんちゃいますのとは思えんよね。この先もずっ

とそないするんやったら。これ、１，２００万円かけて、ほんまにもう一回パターゴ

ルフができるようにして、人が、地元の人やたつの市民の人が、こういう施設という

たら、あまり忌み嫌われるようなとこやから、それでも人が来て、テニスコートとか

も楽しんでできるように１，２００万円使うんやったら分かるけども。その状況であ

って、１，２００万円、ずっと維持管理するためにやるんやったら分かるけど、あっ

ちの小屋にしたって、別に小屋があるだけで、別に人が来て何やしょうる、見たこと

もないし、お墓に参りに来とる人らも、休憩しょうかな思うたって、別に開いとうわ

けじゃないでしょう、あれ。何の管理のお金ですの、それっていうことになってしま

うんですわ。その内容的なものと、お金のかけ方がちょっと合ってこないんちゃうん

かいなというところで、ちょっとどうかなと思うので、多分答え出ないと思う。 

 以上、いいです。 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 他にございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第４号及び議案第５号は、原案のとおり可決することに決してご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 



- 20 - 

○議長（楠 明廣議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号及び議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

～日程第７ 一般質問～ 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 次に、日程第７、一般質問でございますが、通告がございませんので、議事を省略

いたします。 

 以上で今期定例会に付議されました議案は全て議了いたしました。 

 

 

閉 会 宣 告 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 これをもって、令和７年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

 

 

閉 会 挨 拶 

 

○議長（楠 明廣議員） 

 閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 本定例会に付議されました案件については、議員各位の慎重なるご審議により、滞

りなく議了できましたことに対し、厚く御礼申し上げます。 

 理事者におかれましては、新年度予算等の審議の過程で、議員各位から寄せられま

した意見等を踏まえて、今後の組合運営に当たられるよう、一層のご尽力をお願いす

る次第でございます。 

 最後に、議員各位におかれましては、健康には十分ご留意賜り、今後とも本組合の

発展のため、なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶

とさせていただきます。ありがとうございました。 

 管理者。 

 

○管理者（山本 実君） 
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 令和７年第１回揖龍保健衛生施設事務組合議会定例会が閉会されるに当たりまし

て、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

 今期定例会において、議員各位には終始慎重なご審議を賜り、令和７年度各会計予

算、条例案件及び補正予算の全ての案件につきまして、原案のとおり可決いただきま

したことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、引き続き新ごみ処理施設の整備など、組合運営に一層

のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶をさせていただ

きます。本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

閉会 午後２時１６分 
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